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１．はじめに：本稿の目的

インドで学校教育に関する全国的統計を

作成してきた国立教育計画経営大学 (1) は、.

2010 年度の前期初等教育（1 ～ 5 学年）へ

の全国平均就学率を 99.89％と報告した (2)。

この数字は、同国の初等教育が量的拡張を

主な目的とした時期を終え、質的拡充を模

索する時期に移行しつつあることを示して

いる。この変化に伴い、インドでは、教育

を担う教員の質について問われる機会が増

えている。

そこで本稿では、まず、インドの初等教員・

初等教員養成について、その質的側面に焦

点を当てて歴史的変遷を概観する。そして、

現代インドで必要とされている初等教員養

成改善の方向性を探る。本稿では、インド

連邦政府文書と初等教育・初等教員養成関

連の書籍、筆者のフィールドワークの結果

を主な資料として用いる。

２．伝統的初等教育の普及と初等教員

古来より豊かな文化的土壌を持っていた

インドでは、教育は「外来のものではなかっ

た」（Naik,.1966,.p.16）のであり、多様な

教育機関が存在した。伝統的教育では、初

等教育と高等教育が近代学校制度のように

連続してはいなかった点が特徴のひとつで

ある。

本稿で検討する初等教育についてみると、

伝統的初等学校の分布には地域差が認めら

れたが、広く全国各地に開設されており、

特に現在南部・東部インドとされる地域に

は初等学校が多数存在した (3)。

英国植民地政府及びインドの伝統的初等

教育に関心を持った人々が 19 世紀前半に実

施した教育調査によって、当時の初等教育

の様子を知ることができる。マドラス（現

チェンナイ）地域では人口 1,000 人あたり

につき 1 校の初等学校があった。また、家

庭で初等教育を行う伝統があり、家庭内教

育で学ぶ児童は、学校に通う児童の 5 倍ほ

どと報告された (4)。ボンベイ（現ムンバイ）.

地域の調査は、村には必ず学校があり、大

きな村や町には複数の学校があり、若いイ

ンド人は読み書きと初歩の数学を効率的な

方法で教えられていた (5)。また、宣教師の

W. アダムによるベンガル地域とビハール地

域の調査は、人口 400 人あたりにつき 1 校

の初等学校があり、正確な数の把握は不可

能だが家庭での初等教育も盛んである事を

明らかにした (6)。

伝統的初等学校は、近代的公教育制度の

ような学校の校舎を持たないことが多く、

寺や教師の自宅、裕福な人々が提供した自

宅の一室などで開校された。乾季には戸外

の木の下で授業が行われる場合があった。

学校運営が地域社会から援助されていた初

等学校もあり、学校は地域社会の需要によっ

て開校されたり閉校されたりした。初等学

校一校あたりの生徒数は、小規模な学校は

生徒が数名で、大規模な学校は生徒数が

150 人程度であった。多くの初等学校は一

人の教員が運営する小規模な学校であった。

学校では、教師による教授と共に、就業

年限が長い生徒あるいは学習進度が進んで

いる生徒が後輩生徒を教えるという教授方
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法が用いられた (7)。

初等学校では、地域言語を教授用語とし

て、初歩の読み書きと数学が教授された。

修業年限は一様では無く、地域で必要とさ

れた初等教育内容の習得が初等教育修了の

目安とされた。教育内容は、地域の実状と

需要によって柔軟に設定されており、実用

的で生活に密着した知識が教授された。前

述の W. アダムによれば、一般に 5 歳から

10 歳で就学し、就学年限は 5 年から 10 年

であった。地主・徴税担当者・商業従事

者、そして宗教的儀式を行うバラモン階

級（ヒンデゥー教の最上位階級、英語では

Brahmin）の人々は、家庭で必要とされる高

度な教育を行う場合も多かった。伝統的初

等学校は、最下層階級以外の、庶民階級も

含めた男子児童に広く提供された学習の場

であった。女子の初等学校への通学は稀で

あり、良家の子女は家庭で教育を受けた。

初等教員の出身階層については、19 世紀

前半の調査が、初等教員にバラモン階級出

身者が占める割合には地域差があり、47％

から 79％であると報告している (8)。ヒン

デゥー教徒子弟のための高等教育機関では

教員は最上位階級出身者であったが、伝統

的初等教育機関ではさまざまな階層の出身

者が初等教員となることが可能であった。

また、初等教員となるための資格は特に設

定されておらず、読み書きと数学を習得し

た者が教員となった (9)。

初等教員は、児童の両親から高額ではな

い月謝を得ていたが、祭事の際などに贈り

物などを受ける地域社会で尊敬される存在

であり、「彼が教えていた子どもたちの地域

社会の一員であった。」（Parulekar,. 1951,.

p.191）

伝統的初等教育における教員の資質と社

会的地位については、以下のように要約す

ることができる。初等教員が持っていた知

識は、それぞれの地域社会の需要に応じる

ことができる初歩的な読み書きと計算能力

であった。初等教員の出身階層は最上位階

級に限定されてはいなかった。そして、初

等教員の収入は多額ではなかったが、彼ら

は地域社会の一員として認知され、尊敬さ

れた人々であった。

３．英国植民地政府による近代的公教

育の導入と初等教員

インドの近代的公教育は、イギリス植民

地政府によって導入された。以下に、独立

（1947 年）までのインドの社会的背景と公

教育導入の経緯を、英国による学校教育へ

の諸提案を手掛かりとして、初等教員に焦

点を置いて検討する。

1600 年に設立された英国の東インド会社

は、1765 年のベンガル地域での租税徴収権

と行政権を含む権利（Diwani）の獲得によっ

て、インドへの支配を拡大した。当時この

地域にあったムガール帝国の衰退がインド

人内部の勢力争いを招いたことも、これに

乗じて東インド会社がその政治的支配を強

化する一因であった。1770-71 年のベンガ

ル地域の大飢饉と度重なる戦争などで東イ

ンド会社が経済的危機に陥った際に、英本

国議会は東インド会社への統制を強化した。

1773 年には「ノース規制法」を制定し、英

国政府が会社によるインド統治を監督する

体制となった (10)。

英国は、徐々に、会社の利益に資する人

材の確保という観点から、インド固有の文

化への理解が必要だと認識していったが、

当初から広大なインドでの民衆の教育に関

心があったわけではない。東インド会社は

1767 年に、インドとの交流は商業目的に限

定されると明言している (11)。しかし、19

世紀前半になると、インドの伝統教育を保

護しようとする政策から、英語による西洋

の学芸を中心にした教育を行うという政策

へと転換した。1835 年に、ベンガル公教

育委員会（General. Committee. of. Public.



インドの初等教員養成：質的検討の試み

－.91.－

Education）の委員長となったマコーレイ

（T.B..Macaulay,.1800-1959）が総督ベンティ

ング（W..C.Bentinck、在位 1828-1835）に

提出した覚書は、「濾過理論.（The.Downward.

Filtration. Theory）」として知られる、英

国人支配者とインド大衆との仲介者となる

階級の育成を意図した内容のものであった
(12)。

インドの伝統的教育は、19世紀前半まで

の政治的混乱や英国による植民地化が進む

中で衰退しつつあった。一方英国では、普遍

教育を主張するミル（J..Mill,.1773-1836）

やベンサム（J..Bentham,.1748-1843）といっ

た功利主義者の人々が東インド会社へも影

響力を持つようになった。そして、1833 年

の特許状では、英国のキリスト教宣教師の

インドへの渡航が認められ、インド人を英

国統治政府の官吏に登用する方針がより明

確に示された。さらに、英国と長年の交流

を持ってきたインドの人々の中から、ロイ

（R..R..Roy,.1772-1883）のように、インド

文化と西洋文化の双方を学ぶような教育制

度を提案する人も現れた。このような政治

的・社会的背景から、英国植民地政府は、

インドの教育により強い関心を抱くに至っ

た (13)。

1854 年に、東インド会社監督局総裁の

ウッド（C..Wood、在任 1853-1858）は、「ウッ

ドの教育通達 (14)」として知られる通達を

出した。これは、それまでの高等教育重視

の教育政策を修正するもので、「有用な知

識を広く普及させることによって道徳的・

物質的幸福をインド人にもたらすことは、

我々の最も神聖な義務である」（Office. of.

Superintendent. of. Government. Printing,.

1870,. p.1）.として、「これまであまりに軽

視してきた」（Office. of. Superintendent.

of.Government.Printing,.1870,.p.11）イ

ンド人大衆への教育普及を重視した政策を

とること及び初等教育から高等教育へと連

続した近代的学校制度を創設することを提

案した。「ウッドの教育通達」は、初等教

育を地域言語で行なうとしていたが、英語

を用いた西洋の文芸科学の普及を明確な目

標としていた。そして、英国で実施され

ていた教育普及のための補助金制度（The.

system.of.grants-in-aid）をインドでも実

施するとした (15)。

教員養成については、教育の改善を考え

る場合に最も重大な欠点は有資格教員の不

足と現在行われている不充分な教授法であ

るとして (16)、教員養成機関の設立を主張し

た。そして、有望な生徒を選抜し、教員と

しての訓練を行い、修了書を授与し、充分

な給与を与えて教員に採用すべきだとし、

統治政府に職を求めている人々が教員職を

志望するように図る必要があるとした (17)。

この教育通達に沿って、ベンガル地域に 4

校、マドラス（現チェンナイ）地域に 6校、

ボンベイ（現ムンバイ）地域に 4 校の教員

養成機関が設立された。しかし、養成され

た教員の数は必要を満たすにはほど遠かっ

た (18)。養成機関で学修された科目は、学校

での教科目、西洋の科学と英語であった。

設立された教員養成機関の修業年限は 6 ヶ

月から 2年とまちまちであった。

この当時は、ヨーロッパでもインドでも

教育理論は整っていなかった上に、学校教

員が適切な訓練・教育を受けている必要が

あるという認識は一般的ではなかった (19)。

また、ヨーロッパの知識を持ち合わせてい

ないインドの伝統的初等教員に対する英国

側の評価は、低いものであった。

「ウッドの通達.（1854）」直後の 1857 年

に、イギリス支配に抵抗した「インド大反

乱（日本ではセポイの乱として知られてい

る）」(20).が起こり、東インド会社は廃止さ

れて、インドは英国王の直接統治となった。

この時期には、地域語で教育を行う近代的

初等学校の増加が報告された。しかし、不

充分な視学制度が原因で、開校された近代

的初等学校が閉校された事例もあった。そ
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して、学校の維持には地域社会の協力が必

要であると指摘された。また、近代的初等

学校の教員の資質が充分でないとも指摘さ

れた (21)。

英国は 1882 年に、インドの教育を調査・

検討するための委員会（ハンター委員会）

を任命し、同委員会は 1883 に報告書を提出

した (22)。報告書は、1870-71 年に近代的初

等学校が全インドで 16,473 校開校されてい

たとしてその成果を認めたが、一方、初等

教員養成機関への就学者が全インドで僅か

3,886 名であるとも指摘した。教員養成機

関では、徐々に、教育学、教育史、心理学が、

初等学校での教科目や西洋の知識、英語と

ともに学修されるようになった。

19 世紀後半には、伝統的初等学校と近代

的初等学校が並存していたが、伝統的初等

学校は徐々に閉校されていった。そして、

近代的初等学校の教員は、近代的中等学校

教員よりも社会的地位が低いとされた。

20 世紀に入ると、植民地統治に疑問を持

つインド人が増加し、高等教育重視の教育

政策に疑問を呈する人々も増加した。英国

植民地政府は、1904 年に「インドの教育に

関する決議.1904」(23) を行ったが、「統治

の困難の原因と不安定の可能性の中で、大

衆の無知ほど深刻なものはない。」として

近代的初等教育普及の必要性を強調した。

（Office.of.Superintendent,.1904,.p.15-18）

初等教員養成については、養成機関の増加

がみられ、一般教養とともに教授法が学習

されており教育実習も行われていると評価

した。この決議で、農村地域の学校に勤務

するための資質を備えた初等教員の養成と、

地域社会の生活に即した教育の必要が述べ

られている点が注目される (24)。1913 年に

再度決議された「インドの教育に関する決

議.1913」(25) では、初等教員が前期中等教

育を修了している必要があることと教員へ

の現職教育が必要なことが指摘された。加

えて、教員の給与の最低基準が示された (26)。

しかし、この決議は、第一次世界大戦の影

響によって実施されることなく終わった。

英国統治政府は、「インド統治法（1919

年）」(27) の実施状況を調査する委員会を

1927 年に任命し、教育の発展を調査する補

助委員会が設置された (28)。補助委員会の報

告書は、学校教員について、その 48％しか

有資格教員がおらず、28％の教員しか中等

教育を修了していないと指摘した。そして、

教員給与の引き上げが行われなければ初等

教育拡充の実現は不可能であると主張した。

さらに、初等教員の社会的地位については、

地方の小規模校では充分な教員がおらず、

「教員は孤立しており、行政的・監督的な困

難はとても深刻である」（Indian.Statutory.

Commission,.1929,.p.47）と指摘した。

英国植民地政府によって作成された最後

の重要な教育関係の報告書は、1944 年に発

表された (29)。そこでは、無償義務教育の実

施、充分な教員の配置のための方策、教員

養成カリキュラムの改善、教員への現職教

育などが必要であると主張された。そして、

初等教員養成機関では初等教育第四学年（初

等教育は 7 年間あるいは 8 年間）までしか

修了していない者を入学させている事例が

多数あることを明らかにした。また、教員

養成訓練を受けた教員が、全教員の 40％し

かいないことも明らかにした。

英国植民地政府の 250 年間に及ぶそのイ

ンド統治の間に、複数の報告書が学校教育

と教員の諸問題を指摘してきた。しかし、

具体的で効果的な改善策が実施されること

はなかった。植民地政府は、結局のところ

「インド人民への初等教育の責任を引き受け

ようとはしなかった」（Naik,. J.P.. 1966..

P.16）のである。伝統的初等教育が機能し

ていた時期には、伝統的初等教員は地域社

会の一員として尊敬されていた。しかし、

近代的公教育制度のもとでは、初等教員は

地域社会から孤立した存在となった。英国

統治政府が公立初等学校教員の給与を他の
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公務員よりも低く設定していた (30) ことも、

教員の社会的地位が低いものとなる一因で

あった。インドの「学校教育はその伝統的

特質を失い、教員職は新しい時代に通用す

る専門職とはならなかった。」（Kumar,. K.,.

1991,.p.189）

３．独立後から全国的初等教員養成制

度の実施まで

インドは、1947 年にイギリスから独立

した。1950 年には初等無償義務教育の実

現を努力目標として掲げた憲法が発布され

た (31)。これを契機に、初等教育への就学率

が急速に高まり、初等教員の増員が急務と

された。初等教員養成機関は 1948-49 年の

一年間に、全国で 529 校から 597 校へと増

加し (32)、これらの養成機関で学修する学生

数は全国で 51,505 名と報告された (33)。

連邦政府文部省は、教育についての報告

書を毎年発刊してきた。学校数や就学率の

統計と教育の発展の様子を記述することを

主目的としていたが、問題点を指摘した場

合もあり、教員養成についての記述もみら

れる。1948 年の報告書は、初等教員養成機

関修了者の数が急速に拡張する初等教育で

の教員の需要を満たしていない上に「訓練

を受けていない教員の大量採用が授業の質

に悪影響を与えている」(34) と指摘した。ま

た、1950-51 年度の報告書は「人的・物質

的資源の欠如は長期的計画によらずに拭い

去ることはできない。」(35).と述べた。独立

後の連邦政府が、教員養成の質的側面と長

期的展望の必要性を認識していたことがわ

かる。

有資格教員増員のためには、教員養成機

関の増設とともに、短期間の訓練コースの

開設、初等教員養成のための移動部隊の編

成、といった方策が採られた。1957-58 年

度までに、初等教員は全国で 810,189 名と

なり、訓練を受けた教員の割合も 63.6％へ

と増加した (36)。この時期は、開発途上国と

された国々の教育普及への関心が国際的に

高まり、インドでも UNESCO との連携によっ

て、教育普及に取り組み、無償初等義務教

育実施の実現に向けて努力するという方針

が表明された (37)。

連邦政府は、教育への包括的な取り組

みとインド全土を視野に入れた国家とし

ての教育制度の整備を目的として、教育

に関連するすべての分野を網羅した調査

を実施する「教育諮問委員会.（Education.

Commission. 1964-66）」を 1964 年に任命し

た (38)。1966 年に出された報告書は、教員

をめぐる諸問題について述べている。すな

わち、教員養成カリキュラムについての

検討が教育の質的改善に必要であるにも

かかわらず、「独立後の時期には教員に対

する専門的教育が比較的軽視されてきた」

（Education.Commission,.1966,.p.67）こと

と、これまでになされた幾つかの提案が大

規模に実施に移されたことはなかったこと

を批判した。加えて、初等教員養成が学校

教育の現場と切り離されて孤立したものに

なっていると指摘し、初等教員養成機関が

地域社会と交流を持つことを提案した。さ

らに、初等教員養成機関への入学資格を後

期中等教育修了後.（12 年間の学校教育修了

後）.に統一し、就業年限を 2 年間とするこ

とを提案した (39)。

上記委員会の報告書をもとに、連邦政府

は、1968 年に「教育決議 1968」(40) を決議

した。この決議は、国家の経済的文化的発

展と国民統合のためには教育の徹底的な再

建が必要であるとした。具体策として、教

育制度を 12 年間の初等・中等教育と 3年間

の大学教育を持つ制度に全国的に統一する

こと、他民族・他言語国家であるインドの

ための三言語方式(41)などを謳った。しかし、

教員については、「教育の質を決定し、国家

の発展に貢献する全ての要因の中で教員は

疑いもなく最も重要である。」（Ministry.of.
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Education,.1968,.pp.2-3）と述べたものの、

各地で異なる教員養成方法の改革や教員給

与の改定などについて、全国的に統一した

具体的改善策を示すことは出来なかった。

インドでは、独立後 20 年間、植民地時代

から指摘されてきた初等教員養成の諸問題

が全国的規模では解決されずに放置された。

独立後の急激な人口増と就学児童の増加か

ら、教員養成機関の増設では追いつかずに、

短期訓練などによって教職従事者を増加さ

せ、統計上の有資格教員増加を報告してき

た。国内の州格差を見ると、その深刻さを

理解することができる。一例をあげれば、

1965 年度の前期初等教育での有資格教員の

割合は、マドラス州（現タミル・ナードゥ州）

では 96.7％に達していたが、ナガランド州

では 20.3％であった (42)。インドの教員養

成の改革は、このような国内格差への解決

策が必要とされていたため、さらに時間を

要することになった。

1960 年代後半に入ると、初等教員につい

ての質的検討がなされるようになった。社

会学者ルヘラ（S.. P.. Ruhela）は、初等教

員養成機関に就学する学生の多くが経済的

に下層中産階級出身者であること、貧困や

家庭の事情で他の高等教育機関への就学が

叶わなかったことにより初等教員養成機関

に入学した学生が多いことなどを明らかに

した。年配の学生の多くは家庭を持ってお

り、養成機関就学時には特に経済的困難を

経験していることも指摘された。養成課程

で受ける不充分な教育から、初等教員職へ

の不満をつのらせる学生が多いとも指摘さ

れた (43)。

連邦政府は、1973 年に、「全国教員教育

協 議 会（National. Council. for. Teacher.

Education、NCTE）」(44) を発足させ、学校

教員養成の全国的改革を目指した。1976

年に作成された手引書（Approach. paper）.

は、教員が社会改革の担い手となるべきこ

と、教員養成は各州や地域社会の求める内

容に合うものであるべきことを主張して

いる。教員養成カリキュラムについては、

連邦政府教育研究所（National. Council.

of. Educational. Research. and. Training、

NCERT）が 1978 年に「教員養成カリキュラ

ムの枠組み」(45) を発刊した。そこでは、教

員養成カリキュラムが、教育学理論、地域

社会との協力、教科教授法と教育実習の三

領域から構成されることが望ましいとした。

そして、教員の役割を、社会改革の担い手

であると位置づけた。

1970 年代は、教員養成改革へ向けての歩

みが少しずつ進み始めた時期である。それ

までに行われてきた、初等教員養成機関の

増設、短期養成コースの実施、そして通信

教育での教員養成の結果、1976 年度には、

有資格教員の割合が全国で 85％まで上昇し

た (46)。

1980 年の前期初等教育就学率は 85％に達

したが、後期初等教育就学率は 40％台であ

り、初等教育の発展・拡充は停滞していた。

しかし一方で、1980 年代のインドの経済力

と技術力は、全国民にその成果が行きわた

るための真剣な努力を必要とする程度にま

で進歩していた (47)。そのため、インドの

発展を推し進めるための教育政策と教員養

成の問題についての関心が全国的に高まっ

た。連邦政府は 1983 年に「教員に関する連

邦政府の委員会」(48) を組織し、検討を進め

た。この委員会の報告書は、初等教員養成

機関の修業年限を全国的に 2 年間とし、12

年間の学校教育修了を入学条件とすること

を強く主張した(49)。また連邦政府文部省は、

1985 年に、教育全般の問題点を検討した「教

育の挑戦（Challenge. of. Education）」(50)

を発刊した。この文書は、インドは、教育

の機会均等の保障を実現することと、教育

の内容・方法を社会の変化に対応したもの

に改変することを、同時に目指さなければ

ならないと述べた。教員養成については、

養成課程の学修内容が旧態然としているこ
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とを指摘した上で、「教員は多くの事柄を期

待されているにもかかわらず、教職は職業

選択を行う場合の最後の選択肢となってい

る」（Ministry.of.Education,.1985,.p.55）.

として、当時の初等教員の社会的地位の低

さを指摘した。

この時期に行われた、8 州の初等・中等

教員 3,081 名を対象とした調査では、多く

の教員が、経済的に困窮した家庭の出身者

であり、教員を志すためには教員への社会

的偏見を克服しなければならなかったと回

答した。そして、教員としての勤務から得

る収入では経済状態が良好とは言えないと

回答した (51)。独立後 40 年を経ても、学校

教員の社会的地位・経済的処遇は改善され

ていなかったことを示す調査結果である。

連邦政府は、1986 年に、独立後二度目と

なる「国家教育政策決議 1986」(52) を決議し、

教育改革を軌道に乗せようとした。そして、

前回 1968 年の決議が具体的な方策を示さな

かったことから、「行動計画 1986」(53) を作

成した。この決議と行動計画は、連邦政府

の指導のもとに、教育分野の地方分権化政

策を実施すると明言した。教員養成につい

ても、各州下の県レベルで実施する、地域

に根ざした初等教員の養成についての具体

策が示された。すなわち、初等教員養成と

県下の初等教員への現職教育、そして県下

の学校教育の調査・研究を行う「県教育研

究所（DIET）」(54) の設立を決定した。

DIET は、連邦政府が立案し、設立費用も

負担して発足させた研究所であり、全国的

展開を意図した政策であった。各州の州レ

ベルの教育研究所が州内の DIET を監督す

る。全国の初等教員養成機関では、州立の

DIET であるか私立の養成機関であるかを問

わず、NCTE（前述、全国教員養成協議会）.

が示した指針に沿って各州が作成した初等

教員養成カリキュラムに従って初等教員養

成を行なうように定めた。初等教員養成課

程の入学資格は 12 年間の初等・中等教育修

了者とされ、就業年限も 2 年間に統一され

た。

1986 年の「国家教育政策決議」と「行動

計画」は、社会情勢・教育の変化を考慮して、

1992 年に修正された (55)。修正版の「行動

計画 1992」は、すでに 162 の DIET が設立

されており、初等教員養成と県下の初等教

員への現職教育を行っていると述べた (56)。

DIET は徐々に各地に設立された。1999 年

度になると、当時全国にあった 556 県のう

ち 393 県（全国の県の 71％）で DIET が設

立されており、初等教員養成が実施されて

いた (57)。しかし、2001 年に発表された全

国調査の結果は、DIET の問題点として、施

設・設備が脆弱であること、教職員が規定

の人員に達していない DIET が多いことなど

を指摘した。そして、DIET については、州

レベルでだけではなく、県の実情を加味し

た検討が必要であるとも指摘した (58)。

1990 年代のインドでは、上述の DIET 政

策以外にも初等教育のためのプログラムが

行われた。.連邦政府が諸外国の援助を受け

て展開した「県初等教育計画（DPEP）」(59).

はそのひとつである。全国各地の 240 の県

で実施された DPEP では、県レベルの初等教

育振興策がさまざまな形で行われた。また、

1993 年の連邦政府委員会の文書は、教員養

成課程に学ぶ学生たちが自ら学修して自主

的な思考力を持つような内容を持つ養成プ

ログラムが必要だと主張した (60)。

1960 年代から提案されていた全国的な初

等教員養成制度が、1986 年の国家教育政策

決議でようやく実施に移された。また、教

員養成についての質的検討が行われるよう

になり、教員養成課程カリキュラムについ

ての提案もなされるようになった。

しかしインドは、初等教育への就学率が

20 世紀末までに 90％に達したものの (61)、

20 世紀のうちに初等教育の全面的実施（初

等教育就学率 100％の達成）をできずに、

21 世紀を迎えた。
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４．21 世紀の初等教員養成と教育の質

的拡充

初等教育就学率 100％の早期達成を望む

インド連邦政府は、前述の DPEP やこれま

での初等教育振興のための方策を包括的に

検討して計画した、「無償初等義務教育完

全実施のためのキャンペーン（SSA）」(62) を

2002 年度から実施している。各県レベルで

初等教育振興策や県下の初等教員への現職

教育のための計画を立案し、州レベルでま

とめて連邦政府と協力して進める SSA の展

開によって、統計上のインドの初等教育就

学率は、本稿の始めに紹介したように、大

きく上昇した。

また、連邦政府教育研究所（NCERT）は

2005 年に、より具体的な教育内容の指針

を示すために、「国のカリキュラムの枠組

み」(63) を発刊した。それは、1990 年代に

は教員の養成教育よりも現職教育に重点が

置かれていたと述べ、教員養成教育の内容

は現代のインド社会の諸問題への取り組み

を含めたものでなくてはならないと主張し

た (64)。

そして、インド政府が独立後の 1950 年か

ら作成してきた国家開発のための五カ年計

画の第十一次五カ年計画（2007-2011）実施

時に組織された「国家知識委員会」は、学

校教育の質的向上の必要性を強調した (65)。

加えてこの委員会は、州レベルの教育研究

所と各県の DIET との連携と機能の強化の必

要を述べ、DIET と地域社会の現職教員との

連携が必要であるとも述べた (66)。

初等教育に関連した 21 世紀初頭の大きな

変化として、「無償義務教育に関する子ども

の権利法（RET 法）」がある。2009 年に連

邦法として制定された同法で、政府は無償

義務教育を実施する責任を持つことになっ

た (67)。

ここで、筆者がマハーラーシュトラ州南

西部に位置する人口 150 万人ほどの地方都

市で2009年から2011年まで実施したフィー

ルド調査の結果のうち、初等教員養成課程

で学修する学生の学力と、入学動機につい

て検討する。インドでは一般に、初等教員

養成課程に入学する学生の学力は低いと言

われてきた。一例を挙げれば、マハーラー

シュトラ州が 1966 年に刊行した報告書に

よれば、養成課程在学生の中で、初等学校

修了試験で平均点とされる 60％以上の成績

を得た学生は全在学生のうち 15％だけで

あった (68)。しかし、筆者の調査では、調

査対象の在学生（156 名）の、前期中等教

育修了試験（第 10 学年）での成績は、平

均 70.5％であった。初等教員養成課程在学

生の学力は、1960 年代と比較すると、向上

しているとみなすことができる。また、入

学の動機として初等教育あるいは初等教員

職に興味があったからと回答した在学生は

調査対象学生（156 名）の 36％であった。

1980 年代の政府文書が記述したような、初

等教員職は最後の選択、という表現とは異

なる動機から初等教員養成課程に入学する

学生が、現代では存在するということを示

す調査結果を得た。

イ ン ド の 第 十 二 次 五 カ 年 計 画.

（2012-2017）は、二年間の就業年限を持つ

DIET の初等教員養成課程の幾つかを改組す

るという提案をした。すなわち、DIET の運

営状況や県下の教育状況を検討して、何校

かの、三年間の大学教育と一年間の初等教

員養成のための課程を持つ四年間の養成機

関を発足させるという提案である。同時に、

DIET の設備と人的資源を改善することも提

案された (69)。また、教育の質と平等性につ

いての 2014 年の連邦レベルの研究所から出

された文書は、教員の質について、若く才

能がある人々が、専門的な教育を受けて、

初等・中等教員職に就くように配慮しなけ

ればならないと述べている (70)。

現在（2016 年）インド連邦政府は、新し
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い教育政策（National. Education. Policy）

を発表するように準備中であり、複数の委

員会から報告書が提出されている。加えて、

連邦政府文部省は、県下の行政単位からの

教育政策への提案を受理している。報告書

では教員養成について、質的に不充分な学

校教育は質的に不充分な教員養成の結果で

ある (71) との認識が示された。そして、教

員養成機関教職員の欠員補充や教員養成教

育・現職教育プログラムの効果的な運営の

ための改善 (72) などが必要であると指摘さ

れている。

５．終わりに：初等教員養成の質的検

討の必要性

インドの初等教員養成は、英国植民地時

代から独立後数十年という長い経過を経て、

質的に充実した養成教育を行い、初等教育

の担い手となるような教員を養成しようと

する、新しい段階に入ろうとしている。全

国的に県レベルで初等教員養成と初等教育

改善のための研究を行う DIET の設立を契機

に、初等教育の現場に、地域社会が必要と

する内容を加えた養成教育を受けた人材の

供給が進みつつある。2015 年には、全国に

629 の県があり、ほぼ全県に DIET が設立さ

れている。州格差や地域格差が完全に解消

されたとは言えないが、現職初等教員に占

める有資格教員の割合がほぼ 100％の県も

多く存在する。

21 世紀に入ってからより強く主張されて

いる質的に充実した教育・初等教員養成を

実現するためには、施設設備・人的資源・

教育計画の全てを改善するような現実的で

長期的な方策が実施されなければならない。

29 の州と 7 つの連邦政府直轄地を持つ、他

民族・他言語の大国インドでの初等教員養

成の改革と質的拡充策に関する継続的な検

討から、現代の教育の質的改善に向けての、

多くの示唆が得られることであろう。
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